
建築物耐震対策緊急促進事業（住宅・建築物防災力緊急促進事業）

○ 地方公共団体が定める耐震改修促進計画等に定められた取組方針に基づき実施されること
○ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
○ 耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となること（除却する場合を除く）
○ 建替後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること
○ 建替後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること など

※1 限度額 １，０５０～３，６７０円/㎡ ※2 限度額 57,000円/㎡（建築物の場合）、除却・建替えの場合は改修費用相当額に対して助成

＜建築物の耐震化に関する主なメニュー＞

○ 道路部局等と連携し、事前対策を講ずるべき道路を特定していること
○ 緊急輸送道路等の優先順位を耐震改修促進計画に位置づけること

補助率（公共が事業主体の場合）

対象となる建築物の概要対象建築物 耐震改修等※２

（合意形成を含む）
補強設計耐震診断※１

国国１／３国国１／２

耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられている以下の建築物
・不特定多数の者が利用する大規模建築物（病院、劇場、集会場、百貨店等）
・避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物（小学校、老人ホーム等）
・一定量以上の危険物を取扱う大規模な貯蔵場等

要緊急安全
確認大規模建築物耐震診断

義務付け
対象建築
物

国国２／５国国１／２国国１／２
耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられている以下の建築物
・都道府県が指定する災害時に公益上必要な防災拠点建築物
・地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物

要安全確認
計画記載建築物

国国１／３国国１／３国国１／３
地域防災計画に位置づけられている（又は位置づけられることが確実な）避難所等で、
10年以上活用されるものである等の要件を満たすもの

避難所等避
難
場
所
等

上記以外
の建築物

国国11.5％国国１／３国国１／３
延べ面積1,000㎡（幼稚園、保育園又は地方公共団体等と災害時の活用に関する協
定等を締結されている建築物にあっては500㎡）以上で、災害時に重要な機能を果
たす建築物（医療施設、避難所、集合場所、情報提供施設、給食提供施設等）

上記以外の
建築物

国国１／３国国１／３国国１／２
主要な防災拠点等を連絡する緊急輸送道路の沿道に立地し、道路を閉塞するおそれ
がある等の要件を満たす建築物

緊急輸送道路沿
道
建
築
物 国国11.5％国国１／３国国１／３上記以外の避難路等を閉塞するおそれがある等の要件を満たす建築物・マンション

上記以外の
避難路

＜補助対象＞

・対象建築物の耐震診断
・耐震化のための計画策定
・耐震改修、建替え又は除却

・耐震化のために必要な合意形成※
※要安全確認計画記載建築物及び沿道建築物のうち、
・木造以外で、道路の過半を閉塞するおそれのある建築物
・地方公共団体が指定する路線の沿道建築物
に限る。

＜事業要件＞

合意形成支援
の要件

合意形成支援
の要件

多数の者が利用する大規模建築物、災害時に機能確保が必要な建築物、緊急輸送道路沿道の建築物等の、耐震診
断や耐震改修・除却・建替えや合意形成等に対して支援を行う


